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第１章 はじめに 

第１節 計画策定の目的 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行に伴い、地方公共団体が経営する病

院事業は、事業単体としても、また、当該地方公共団体の財政運営全体の観点からも、一層

の健全経営が求められています。 

過去、2014 年度に新病院の目指すべき将来像を示した「町立南伊勢病院経営ビジョン」

を策定し、新病院の果たすべき役割や機能、また診療科目や病床等について記述するととも

に、町立病院が南伊勢町地域包括ケアシステムにおける拠点施設であるとの位置づけを明

確化し、「町立南伊勢病院新改革プラン（2019 年度～2023 年度）」として中期計画を策定し、

経営改善活動を行ってきました。 

総務省より 2022 年３月に発表された公立病院経営強化ガイドラインに基づき策定した町

立南伊勢病院公立病院経営強化プラン（以下、本プラン）は、2024 年度～2027 年度の経営

計画とします。 

 

第２節 町立南伊勢病院の概要（2023年 10月時点） 

（１） 診療科目 ７科 

内科、外科、整形外科、脳神経内科、皮膚科、小児科、眼科 

（２） 病床数 50 床 

一般病床 50 床（うち地域包括ケア病床 22 床） 

（３）敷地面積   １１，７５７．４５㎡（職員駐車場含む） 

（４）建築面積    １，７１４．８８㎡ 

（５）延床面積    ３，９０８．６７㎡ 

（６）構  造   鉄骨免震構造 地上 3 階（地下に免振装置） 

（７）主な配置 

 １階 外来診察室・待合室・救急室・検査室・放射線室・薬局・受付 

医事事務室・地域連携室・訪問看護ステーション等 

 ２階 病棟 ５０床（うち地域包括ケア病床 22 床） 

 ３階 リハビリ室・医局・院長室・厨房・総務事務室・会議室等 

（８）駐車場    外来用 ４５台    職員用 ７５台 

          ※ 外来駐車場南側にヘリポートを設置 

（９）契約方式   ＥＣＩ方式（設計段階から施工事業者が関与する方式） 
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（10）工 期   （実施設計）  2017 年度 

（工  事）  2018 年７月～2019 年８月 

（11）工事費   ・病院本体工事      １７億６１４８万円 

          ・外構工事・浄化槽工事   １億４２６２万円 

（12）開 院    2019 年１１月６日 

（13）その他    病院北側に隣接して多機能型の地域連携棟（１階建 役場防災安全

課所管）を建設 

 

 

第３節 本プランの位置づけ 

本プランは、2019 年度から 2023 年度に計画していた町立南伊勢病院新改革プランの計

画期間終了に伴い、次期中期計画として作成したものです。基本的には現行の町立南伊勢病

院新改革プランでの病院の果たすべき役割と機能を継承していきます。 

なお、このプランは三重県地域医療構想との整合を図りながら、総務省の公立病院経営強

化ガイドラインに基づき作成しています。 

 

 

第４節 計画期間 

本経営強化プランの計画期間は 2024 年度から 2027 年度までの 4 年間とします。 
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第２章 町立南伊勢病院の概要 

 町立南伊勢病院の基本理念・基本方針 

基本理念： 

地域の皆様に信頼される、あたたかみのある医療サービスを目指します。 

 

基本方針： 

1. 患者様とよく話し合い、患者様が納得され望まれる医療が受けられるよう

に努めます。 

2. 住民の皆様が安心して医療を受けられる環境を整備します。 

3. 地域の医療・福祉機関との連携を図り、患者様を包括的に支援します。 

4. 患者様のプライバシー保護に努めます。 

5. 無駄を省き健全経営を目指します。 

 

 病院の概要（2023年 10月時点） 

所在地 三重県度会郡南伊勢町船越 2545 番地 

開設者 南伊勢町長 上村 久仁 

院長 山添 尚久 

経営形態 地方公営企業法財務適用 

診療科目 内科、外科、整形外科、脳神経内科、皮膚科、小児科、眼科 

主な診療時間 8：30～17：15 

許可病床数 一般病床 50 床 

職員数 医師 7 人（うち診療所 1 人）、看護師 36 人（うち診療所 2 人）、

医療技術員 12 人、事務員 15 人、看護補助員 7 人 

施設基準 救急告示病院、在宅療養支援病院 

関連施設 宿田曽診療所、古和浦へき地診療所、阿曽浦診療所（休診） 
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第３章 当院を取り巻く環境（外部環境） 

 将来推計人口 

南勢志摩医療圏のうち伊勢志摩区域は、三重県の南勢部に位置し 3 市 3 町（伊勢市、鳥

羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町）で構成され、2020 年における人口は約 22 万人

の地域であり、高齢化率（65 歳以上の割合）は 35.5％と、県全体の高齢化率 29.9％を大き

く上回っています。 

2020 年から 2030 年の 10 年間で総人口は約 29,300 人の減少が見込まれていますが、65

～74 歳人口は約 6,900 人減少、75 歳以上人口は約 4,300 人の増加が見込まれており、65 歳

以上の高齢化率は 4.1％の増加で推移します。 

 

表１ 三重県の人口推計 

 

出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 
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表２ 伊勢志摩区域の人口推計 

  

出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

 

表３ 南伊勢町の人口推計 

  

出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 
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 将来推計患者数 

南伊勢町の人口は 2020 年と比較すると、2040 年にはすでに約半数となり、伊勢志摩区域

と比較しても高齢者人口の減少も著しく、少子高齢化もさらに進むと推計されています。

表４から表７は年齢・男女別の人口推計に受療率を掛け合わせ、入院・外来患者数の推計

を行ったものになります。入院、外来共に患者数はすでにピークを迎えており、この先減

少の一途であると推計されます。
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表４ 伊勢志摩区域の将来推計患者数（入院） 

  2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 

Ⅰ  感染症及び寄生虫症 27 25 23 21 19 18 

Ⅱ  新生物＜腫瘍＞ 205 191 177 163 149 136 

Ⅲ  血液及び造血器の疾患並びに免

疫機構の障害 
8 8 7 7 6 5 

Ⅳ  内分泌，栄養及び代謝疾患 49 46 42 39 36 33 

Ⅴ  精神及び行動の障害 386 359 332 306 281 256 

Ⅵ  神経系の疾患 205 191 177 163 149 136 

Ⅶ  眼及び付属器の疾患 16 15 14 13 12 11 

Ⅷ  耳及び乳様突起の疾患 4 4 4 3 3 3 

Ⅸ  循環器系の疾患 322 300 277 255 234 214 

Ⅹ  呼吸器系の疾患 121 113 104 96 88 80 

ⅩⅠ  消化器系の疾患 99 92 85 78 72 65 

ⅩⅡ  皮膚及び皮下組織の疾患 18 17 16 15 13 12 

ⅩⅢ  筋骨格系及び結合組織の疾患 121 113 104 96 88 80 

ⅩⅣ  腎尿路生殖器系の疾患 84 78 72 67 61 56 

ⅩⅤ  妊娠，分娩及び産じょく 23 21 19 18 16 15 

ⅩⅥ  周産期に発生した病態 10 10 9 8 7 7 

ⅩⅦ  先天奇形，変形及び染色体異常 8 8 7 7 6 5 

ⅩⅧ  症状，徴候及び異常臨床所見・

異常検査所見で他に分類されないも

の 

21 19 18 16 15 14 

ⅩⅨ  損傷，中毒及びその他の外因の

影響 
220 204 189 174 160 146 

ⅩⅩⅠ  健康状態に影響を及ぼす要

因及び保健サービスの利用 
16 15 14 13 12 11 

総計 1,965 1,827 1,690 1,557 1,429 1,304 

出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」／厚生労働省「人口 10

万対受療率」 
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表５ 南伊勢町の将来推計患者数（入院） 

  2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 

Ⅰ  感染症及び寄生虫症 1 1 1 1 1 0 

Ⅱ  新生物＜腫瘍＞ 9 8 6 5 4 3 

Ⅲ  血液及び造血器の疾患並びに免疫

機構の障害 
0 0 0 0 0 0 

Ⅳ  内分泌，栄養及び代謝疾患 2 2 2 1 1 1 

Ⅴ  精神及び行動の障害 17 15 12 10 8 6 

Ⅵ  神経系の疾患 9 8 6 5 4 3 

Ⅶ  眼及び付属器の疾患 1 1 1 0 0 0 

Ⅷ  耳及び乳様突起の疾患 0 0 0 0 0 0 

Ⅸ  循環器系の疾患 14 12 10 8 7 5 

Ⅹ  呼吸器系の疾患 5 5 4 3 3 2 

ⅩⅠ  消化器系の疾患 4 4 3 3 2 2 

ⅩⅡ  皮膚及び皮下組織の疾患 1 1 1 0 0 0 

ⅩⅢ  筋骨格系及び結合組織の疾患 5 5 4 3 3 2 

ⅩⅣ  腎尿路生殖器系の疾患 4 3 3 2 2 1 

ⅩⅤ  妊娠，分娩及び産じょく 1 1 1 1 0 0 

ⅩⅥ  周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 0 

ⅩⅦ  先天奇形，変形及び染色体異常 0 0 0 0 0 0 

ⅩⅧ  症状，徴候及び異常臨床所見・

異常検査所見で他に分類されないもの 
1 1 1 1 0 0 

ⅩⅨ  損傷，中毒及びその他の外因の

影響 
10 8 7 6 5 4 

ⅩⅩⅠ  健康状態に影響を及ぼす要因

及び保健サービスの利用 
1 1 1 0 0 0 

総計 88 74 61 50 41 33 

出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」／厚生労働省「人口 10

万対受療率」 
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表６ 伊勢志摩区域の将来推計患者数（外来） 

  2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 

Ⅰ  感染症及び寄生虫症 211 197 182 168 154 140 

Ⅱ  新生物＜腫瘍＞ 402 374 346 319 293 267 

Ⅲ  血液及び造血器の疾患並びに免疫

機構の障害 
29 27 25 23 21 19 

Ⅳ  内分泌，栄養及び代謝疾患 704 655 606 558 512 468 

Ⅴ  精神及び行動の障害 433 403 373 343 315 288 

Ⅵ  神経系の疾患 269 250 231 213 196 179 

Ⅶ  眼及び付属器の疾患 487 452 419 386 354 323 

Ⅷ  耳及び乳様突起の疾患 156 145 134 124 113 104 

Ⅸ  循環器系の疾患 1,339 1,244 1,151 1,061 973 889 

Ⅹ  呼吸器系の疾患 762 708 655 604 554 506 

ⅩⅠ  消化器系の疾患 2,068 1,922 1,778 1,639 1,503 1,373 

ⅩⅡ  皮膚及び皮下組織の疾患 507 471 436 402 369 337 

ⅩⅢ  筋骨格系及び結合組織の疾患 1,474 1,370 1,268 1,168 1,072 979 

ⅩⅣ  腎尿路生殖器系の疾患 495 460 426 392 360 328 

ⅩⅤ  妊娠，分娩及び産じょく 21 19 18 16 15 14 

ⅩⅥ  周産期に発生した病態 6 6 5 5 4 4 

ⅩⅦ  先天奇形，変形及び染色体異常 23 21 19 18 16 15 

ⅩⅧ  症状，徴候及び異常臨床所見・異

常検査所見で他に分類されないもの 
121 113 104 96 88 80 

ⅩⅨ  損傷，中毒及びその他の外因の

影響 
470 437 404 373 342 312 

ⅩⅩⅠ  健康状態に影響を及ぼす要因

及び保健サービスの利用 
1,630 1,515 1,402 1,292 1,185 1,082 

総計 11,607 10,790 9,984 9,199 8,439 7,705 

出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」／厚生労働省「人口 10

万対受療率」 
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表７ 南伊勢町の将来推計患者数（外来） 

  2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 

Ⅰ  感染症及び寄生虫症 9 8 7 5 4 4 

Ⅱ  新生物＜腫瘍＞ 18 15 13 10 8 7 

Ⅲ  血液及び造血器の疾患並びに免疫

機構の障害 
1 1 1 1 1 0 

Ⅳ  内分泌，栄養及び代謝疾患 31 26 22 18 15 12 

Ⅴ  精神及び行動の障害 19 16 13 11 9 7 

Ⅵ  神経系の疾患 12 10 8 7 6 4 

Ⅶ  眼及び付属器の疾患 22 18 15 12 10 8 

Ⅷ  耳及び乳様突起の疾患 7 6 5 4 3 3 

Ⅸ  循環器系の疾患 60 50 42 34 28 22 

Ⅹ  呼吸器系の疾患 34 29 24 19 16 13 

ⅩⅠ  消化器系の疾患 92 78 64 53 43 35 

ⅩⅡ  皮膚及び皮下組織の疾患 23 19 16 13 11 8 

ⅩⅢ  筋骨格系及び結合組織の疾患 66 55 46 38 31 25 

ⅩⅣ  腎尿路生殖器系の疾患 22 19 15 13 10 8 

ⅩⅤ  妊娠，分娩及び産じょく 1 1 1 1 0 0 

ⅩⅥ  周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 0 

ⅩⅦ  先天奇形，変形及び染色体異常 1 1 1 1 0 0 

ⅩⅧ  症状，徴候及び異常臨床所見・異

常検査所見で他に分類されないもの 
5 5 4 3 3 2 

ⅩⅨ  損傷，中毒及びその他の外因の影

響 
21 18 15 12 10 8 

ⅩⅩⅠ  健康状態に影響を及ぼす要因

及び保健サービスの利用 
73 61 51 42 34 27 

総計 519 436 361 296 241 194 

出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」／厚生労働省「人口 10

万対受療率」 
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 伊勢志摩区域の医療提供体制 

伊勢志摩区域内の公立病院は、当院の他に市立伊勢総合病院（300 床）・県立志摩病院（236

床）・国民健康保険志摩市民病院（77 床）・国民健康保険玉城病院（50 床）があります。ま

た基幹病院である伊勢赤十字病院、市立伊勢総合病院、県立志摩病院が当該区域の二次救急、

三次救急医療体制を支えています。 

 

表８ 伊勢志摩区域における各病院の病床数（2021/7/1 時点） 

医療機関名 市区町村 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 その他 計 

伊勢赤十字病院 伊勢市 329 285 20   634 

市立伊勢総合病院 伊勢市 20 160 100 20  300 

県立志摩病院 志摩市  206 30   236 

志摩市民病院 志摩市    60 17 77 

町立南伊勢病院 南伊勢町  50    50 

玉城病院 玉城町    50  50 

伊勢慶友病院 伊勢市  40 47 126  213 

伊勢田中病院 伊勢市   83   83 

豊和病院 志摩市    60  60 

有床診療所   148 18 19  185 

計  349  889  298  335  17  1,888 

出所：厚生労働省「令和３年度病床機能報告」 
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 地域医療構想における医療機関別定量的基準結果と必要病床数 

 

表９ 医療機関別定量的基準結果（伊勢志摩区域） 

医療機関名 市区町村 高度 

急性期 

急性期 地域 

急性期 

回復期 慢性期 その他 計 

伊勢赤十字病院 伊勢市 293 294 20    607 

市立伊勢総合病院 伊勢市 20 160 60 40 20  300 

県立志摩病院 志摩市  104 132    236 

志摩市民病院 志摩市   29  31 17 77 

町立南伊勢病院 南伊勢町   50    50 

玉城病院 玉城町   20  30  50 

伊勢ひかり病院 伊勢市   40 60 93  193 

伊勢田中病院 伊勢市   40  43  83 

豊和病院 志摩市     60  60 

有床診療所    130 18 19  167 

計  313  558  521 118 296  17  1,823 

出所：三重県「令和５年度病床機能の現状について」 

 

 

表 10 伊勢志摩区域の病床機能報告（定量的基準適用後）と、必要病床数の比較 

医療機能 2023 病床機能報告 2025 年必要病床数 差 

高度急性期 313 216 -97 

急性期 558 527 -31 

地域急性期 521 － -521 

回復期 118 501 383 

慢性期 296 443 147 

その他 17 0 -17 

計 1,823 1,687 -136  

出所：三重県「令和５年度病床機能の現状について」 
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表 11 医療機能の説明 

項目 医療機能の説明 

高度急性期機能 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に

高い医療を提供する機能 

急性期機能 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する

機能 

地域急性期機能 地域医療構想における三重県版定量的基準で病床機能報告結果と

必要病床数とを比較する際の工夫として導入された概念 

在宅復帰に向けた支援や救急患者等を受け入れる機能 

必要病床数の推計においては回復期として推計されている 

回復期機能 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテー

ションを提供する機能 

慢性期機能 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能。長期にわたり

療養が必要な重度の障がい者、難病患者等を入院させる機能 

その他 休止病棟 
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第４章 町立南伊勢病院の現状と課題（内部環境） 

 入院患者の状況 

 2019 年 11 月に地震津波対策として海抜 90m の高台に新築移転しました。移転前の旧病

院では許可病床 76 床（一般 50 床・療養 26 床）のうち療養病床 26 床を休床とし一般病床

50 床で運用していました。新築移転後は一般病床 50 床とし、2021 年 10 月には一般病床

50 床のうち 9 床を地域包括ケア病床に転換しました。病床利用率も順調に伸ばしてきまし

たが、2022 年度には新型コロナウイルス感染症による院内クラスターの発生やコロナ感染

症患者入院受け入れ病床確保に伴い、入院患者数は減少しました。2023 年 10 月には地域包

括ケア病床を 13 床増床し、一般病床 50 床のうち 22 床を地域包括ケア病床として運用する

こととしました。 

 

 

表 12 入院患者数推移 
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 外来患者の状況 

 2019 年の新築高台移転後、外来患者数は小児科の診療日数の増加、眼科の新規開設など

診療科の充実とともに、町の中心地と結ぶ巡回バスを走らせるなど受診しやすい病院を目

指した取り組みを行うことで、順調に増加しています。今後、町内の人口減少により外来患

者数も減少することが見込まれるなか、どのように外来患者を確保していくか対策が必要

となります。 

 

表 13 外来患者数推移 

 

※宿田曽診療所を除く。古和浦診療所、訪問看護、訪問リハビリを含む。 

 

 新型コロナウイルスの対策 

 新型コロナウイルス感染症予防接種においては、行政と協力し当院での個別接種並びに

集団接種によるワクチン接種の機会創出並びに南島メディカルセンターにおける集団接種

への職員派遣による協力体制の確立を行いました。また、発熱外来を設置し PCR 及び抗原

検査による感染診断並びに入院患者の受け入れを行い伊勢保健所管内の医療機関と連携し

て感染対策を行ってきました。 

 

 収支の状況 

2019 年新病院移転後、診療科の充実を図り順調に収益を伸ばしてきましたが、2022 年に

は新型コロナウイルス感染症によるクラスターの発生や入院受け入れに伴う病床確保もあ

り、入院収益が減少しました。2023 年 10 月には地域包括ケア病床を 22 床に増床し、回復

期機能を強化することで、病床稼働率を上げ、更なる収益増加をめざしています。経費につ

いては、給与費比率が 70％を超える高い人件費率と電子カルテシステムをはじめとする IT

機器の更新、保守に伴う委託費用の増加、さらに昨今の燃油高騰、電気代の値上げ等、物価
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高騰を受け、今後も増加が見込まれます。さらに、2024 年以降新病院建設に伴う起債の償

還が発生することから更なる経費の増加が見込まれます。 

 

表 14 医業収益推移 

  

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

入院収益 337,839 319,020 319,926 325,477 370,464 349,199

外来収益 307,287 314,796 303,459 325,526 331,570 355,422

その他医業収益 110,464 110,261 111,439 115,308 136,919 140,379
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表 15 医業費用推移 

 

 

表 16 医業収支推移 

  

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

職員給与費 624,705 632,663 654,509 667,768 686,723 674,746

資産消耗費 461 240 102,392 0 675 0
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減価償却費 48,577 45,018 25,480 101,056 112,252 112,400
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表 17 経常収支推移 

 

 

表 18 繰入金の推移 

 

2019 年には新築移転にあたり、旧病院の起債の繰り上げ償還に伴う資本的収入が増加して

います。2021 年度以降は新病院建設に伴う医療機器の起債償還が増加したことに伴い資本
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第５章 課題解決に向けた取り組み 

 

 収入確保の取り組み 

・2021 年に地域包括ケア病床を 9 床新設、2023 年 10 月には 13 床増床し 22 床とすること

で、回復期機能を強化し、患者ニーズに対応すると共に、入院単価を引き上げ、入院収

益の増加を図りました。 

・2019 年に新築移転に伴う診療科の充実及び、町の中心地と結ぶ巡回バスを走らせるなど

受診しやすい病院を目指した取り組みを行うことにより、当院をかかりつけとする新規

患者が増加しました。 

・国民健康保険加入者の外来受診動向をみると、町内の医療機関で受診している割合が

2017 年度には 36.5％となっており、この割合をさらに高めていく必要がるため、特に慢

性疾患や生活習慣病については町内の医療機関で受診するよう町と連携して広報活動を

充実させ 2021 年度には 37.8％となりました。 

 

 経費削減への取り組み 

光熱水費などは数値目標により抑制を図っていくとともに、消耗品などは効率的に削減

が図れるよう物品管理委員会などで全病院的に取り組みました。しかし、近年の電気代の

値上げにより経費は増加しています。 

 

 再編・ネットワーク化に係る計画 

当町では、高齢化、人口減少および患者の受診動向の変化等を見据えて、南島メディカ

ルセンターと町立南伊勢病院の役割分担を明確にして、連携を強めていく取り組みを

2021 年度から進めており、両医療機関が協力して、入院診療の機能分担、医師をはじめ

とする医療従事者の確保、職員相互派遣等を通じて、町内のプライマリ・ケアを支えてい

くための仕組みづくりを進めています。 

 

 経営形態の見直し 

  これまで当院は、地方公営企業法の一部適用（財務適用）による経営形態で病院運営を

行い、町民の理解と協力のもと経営の自主性を確保しています。  
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第６章 当院の経営課題 

 

 新型コロナウイルスの課題 

５類感染症移行後も感染の波があり、通常診療との両立に苦慮しています。小規模病院の

ため特に職員、家族の感染に伴う診療体制の維持が難しいことがあります。 

 今後、新興感染症の感染拡大に備えるため、感染拡大時を想定した専門人材の確保・育成、

感染防護具等の備蓄、院内感染対策の徹底、クラスター発生時の対応方針の共有等が課題と

なります。 

 

 医師・看護師をはじめとする専門職の確保 

 当院の現状について、医師については内科医及び整形外科医の常勤医師 6 名、看護師に

ついては外来及び病棟担当併せて 34 名の体制となっています。常勤医師 6 名中、町職員は

3 名で 3 名は県から派遣を受けており、また非常勤医師についても三重大学や伊勢赤十字病

院等からの支援を受け、現在の診療科に対応する医師数を確保している状況にあります。看

護師については毎年、新規採用者を受け入れることが出来ていますが、離職率の高い職種で

あるため引き続き看護師確保に努力を続けていく必要があります。 
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第７章 役割・機能の最適化と連携の強化 

 

 第８次医療計画と地域医療構想 

三重県の第８次医療計画における地域医療構想では、新型コロナウイルス感染症への対

応、人口構造の変化への対応が求められています。 

 

 地域医療構想を踏まえた本院の役割 

高齢化と過疎化の急速な進行に加え、高次医療機関からも遠隔地である南伊勢町におい

て、住民が必要とするときに必要な医療が受けられるようにするため、小規模ではあります

が、今後も必要とされている診療・予防・在宅支援・救急・災害対応・地域医療教育研修の

６つの機能を併せ持つ「小規模多機能型病院」への取り組みを進めています。そのため、当

町の医療の拠点病院としての役割を担うための整備を引き続き行っていきます。また、当院

は一次救急の機能を維持しつつ近隣の高度急性期、一般急性期病院との連携をさらに密に

することにより当地域での地域急性期機能を地域包括ケア病床を柱として発揮していきま

す。 

 

 機能分化・連携強化 

町内の入院可能な医療機関は、当院と有床診療所である南島メディカルセンターがあり、

運営主体は異なっていますが、両医療機関とも開設者は町であるため、南伊勢町の医療体制

を一体的なものとして捉え、双方の医療機関の町内で果たすべき役割や連携方法をより明

確にするとともに、相互協力体制の強化等の対策を進めています。当院は南伊勢町における

地域包括ケアシステムの拠点施設であると位置づけており、その中でも特にかかりつけ医

の確保、在宅医療の充実、患者の転院・受け入れにかかる相互の連携体制への対応等、双方

の機能分化と連携の強化を図っていきます。まずは、南島メディカルセンターと当院の地域

連携室が一体となって、町外医療機関との連携を強化し受け入れを行っていきます。 

 

 一般会計負担の考え方 

当院は地方公営企業として運営しており独立採算が原則となりますが、公立病院として

地域にとって必要な救急医療やがん診療をはじめとする高度医療などに要する経費につい

ては一般会計等が負担すべき経費として法定されています。その基準は国から繰出基準と

して示されており、特にへき地医療を担う経費などを中心に、当院が担う機能に応じて、繰

出基準に基づき、一般会計が経費の負担を行います。 

 

 住民の理解のための取り組み 

当院が地域において担う役割や機能について、病院広報誌や病院ホームページなどを通
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じて住民の皆さんに随時お伝えしてきており、引き続きそうした取り組みを継続して、住民

の皆さんの理解が広がるよう努めます。 

 また、町民の病院に対する意見等を直接聞かせてもらう場「タウンミーティング」など

を開催することも計画しており、今後の経営に生かしていきたいと考えています。  
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第８章 医師・看護師・薬剤師等の確保と働き方改革 

 医師・看護師・薬剤師等の確保 

現在、三重県並びに三重大学、伊勢赤十字病院等からの医師派遣を受けており、引き続き

地域の現状、当院の役割・方向性、診療実績などを伝え、当院が地域に必要な病院であるこ

とを理解してもらい医師派遣を依頼していきます。また、医学生の実習、臨床研修の地域医

療教育研修、総合診療専門医および内科専門医の研修の場を提供していきます。高校生や医

師就学資金貸与制度等の貸与を受けた医学生への県の医療人材確保事業にも継続して参加

していきます。 

看護師については、看護学校への訪問を行い看護師修学資金貸与制度の紹介や、県立看護

大学への地域枠推薦を行うことで看護師確保に努めています。当院への入職後の看護師に

三重県プライマリ・ケアエキスパートナースの取得を勧めることで、誇りをもって地域で長

く働いてもらえるよう研修活動に力を入れています。 

病院薬剤師については、大学薬学部に向けた薬剤師の確保 PR を行っています。 

そのほか、広く将来医療を担ってもらうきっかけとしても、地域の中学生に向けた医療従

事者からのお仕事説明や、職場体験の受け入れ、県内高校生を対象にした三重県主催の「み

え地域医療メディカルスクール」において PR を行っています。 

 

 臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保 

へき地での地域医療が学べる医療機関として、若手医師や研修医、研修生を積極的に受け

入れています。これまで県内の医学部への進学を目指す県立高校生、県医師就学資金貸与制

度利用者や三重大学、自治医科大学の医学生、県立志摩病院、松阪済生会病院、厚生連鈴鹿

中央病院等の研修医を受け入れています。また、日本専門医機構の専門医制度では、内科専

門医が三重大学、伊勢赤十字病院、自治医大さいたま医療センターの各プログラムに、総合

診療専門医が三重県地域医療研修センターと三重大学のプログラムに研修施設として登録

しており、専門研修が可能です。 

 

 医師の働き方改革への対応 

2024 年 4 月から「医師の働き方改革」が開始され、医師の時間外労働の上限規制が適用

されることとなりました。 

・ 当院ではすでに宿日直許可の申請を労働基準監督署に提出し承認を受けていますが、引

き続き適切な労務管理を推進します。 

・ 医師が担っている業務を他職種に移行していくタスクシフト/シェアを推進します。 
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第９章 経営形態の見直し 

経営形態の見直し方向性 

これまで当院は、地方公営企業法の一部適用（財務適用）による経営形態で病院運営を行

い、町民の理解と協力のもと経営の自主性を確保してきました。しかし、収支計画に示した

通り新病院開院に伴い減価償却費が大きく膨らむ等、収支状況は厳しくなります。また、医

療スタッフ確保の面においても激しい競合が、今後も続くことが予想されます。 

このような現状の中、多角的な視点に立って、将来の医療需要を見据えた病院の在り方に

ついて検討し、当院にとって最適な運営を行っていきます。 
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第１０章 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取り組み 

新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取り組み 

新型コロナウイルス感染症拡大以降、院内の感染対策として、職員の研修や教育、訓練を

繰り返し実施してきました。これまでの経験を今後の感染症対策に活かすため、今後の新興

感染症の感染拡大時等に備え、平時からの取組として以下の項目について一層進めていき

ます。 

・ 感染拡大時に一般病床を専用病床とするなど感染症病床の確保について、あらかじめ計

画し、院内で共有します。 

・ 感染症に対応する医療機器の整備や感染防護具等の備蓄を計画的に行います。 

・ 院内でクラスターが発生した場合を想定し、対応方針について院内で共有します。 

・ すべての職員が感染制御に関する知識を持ち、感染予防に積極的に取り組み、院内感染

予防のシステムが機能的かつ組織的に確立、運営され、安全で質の高い医療が行われる

ように努めます。 

・ 感染症の予防や対策、診療を行うために必要な人材の育成や確保に取り組みます。 

・ 新興感染症に関して、日ごろから保健所との情報共有を行います。 

・ 三重県との改正感染症法に基づく医療措置協定及び検査等措置協定を結びます。 
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第１１章 施設・設備の最適化等 

 施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

2019 年に新築高台移転した当院は、施設全体の建替ではなく、計画的な改修工事等を基

本として施設の長寿命化を図ります。また、高額な医療機器の導入等に関しては、高額医療

機器購入等検討会議において機器の必要性や費用対効果を検討したうえで、導入・更新計画

を毎年見直し、計画的に整備を進めます。 

 

 デジタル化への対応 

 医療の質の向上、医療情報の連携、働き方改革の推進と病院経営の効率化を推進するため、

当院では以下の取り組みを進めていきます。 

・ ＩＣＴの利活用等、診断や投薬などの診療面だけでなく、患者サービスの向上、業務の

効率化、医療安全、医療連携など幅広い分野で院内ＤＸを進められるようオンライン診

療や医療 MaaS などの情報収集・研究・検討を進め、実現できるものから実施していき

ます。 

・ デジタル社会の進展に対応し、オンライン面会・面談など病院へのニーズの多様化に応

えられる院内の環境・体制づくりを進めます。 

・ 電子カルテシステムを中心とした医療情報システムを安定稼働させるとともに、全職員

が情報セキュリティに関する院内ルールを遵守するよう研修等を実施します。 

・ 国のデータヘルス改革の動きを踏まえ、電子カルテシステムの標準化等へ対応していき

ます。 

・ 患者の利便性の向上や院内の業務効率化に資する情報システムの導入を検討します。 

・ マイナンバーカードの健康保険証利用（オンライン資格確認）へ適切に対応するととも

に、利便性の周知に努めます。 
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第１２章 経営の効率化 

 経営の効率化と数値目標 

持続的な健全経営を行うための数値目標を、直近の数値から計画初年度と最終年度につ

いて設定しました。 

表 19 経営指標に係る数値目標 

 単位 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 

経常収支比率 ％ 105.9 105.1 103.0 102.3 

医業収支比率 ％ 86.2 85.6 84.0 83.5 

修正医業収支比率 ％ 79.4 78.8 77.4 77.0 

給与費比率 ※ ％ 77.8 78.6 79.6 80.5 

材料費比率 ％ 105.9 105.1 103.0 102.3 

一日当たり外来患者数 人 178.0 179.0 180.0 181.0 

一日当たり入院患者数 人 42.5 42.5 42.5 42.5 

病床利用率 ％ 85.0 85.0 85.0 85.0 

他会計繰入金 

対医業収支比率 
％ 29.4 29.3 29.2 29.1 

 ※退職手当負担金及び派遣医師負担金を除いた給与費比率 

 

 

 目標達成に向けた取り組み 

① 民間的経営手法の導入 

・ バランススコアカード（BSC）により、各セクション別に目標管理とアクションプラン

の徹底を図ります。 

② 事業規模・事業形態の見直し 

・ 高度急性期及び急性期病院からの回復期患者の受け皿として、在宅支援機能を持つ地域

包括ケア病床を更に増床し地域急性期機能を強化していきます。 

③ 経費削減・抑制対策 

・ 光熱水費などは数値目標により抑制を図っていくとともに、消耗品などは効率的に削減

が図れるよう物品管理委員会などで全病院的に取り組みます。また特に電気料金につい

ても節電に努めさらに必要に応じ見直しを行います。 

・ ジェネリック医薬品の採用を現状の約 50％から 60％以上に引上げていきます。 

・ 増加する職員給与に対して、今後働き方改革等も考慮したうえで、適正な人員配置に努

めていきます。 
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④ 収入増加・確保対策 

・ 国民健康保険加入者の外来受診動向をみると、町内の医療機関で受診している割合が

37.8％となっており、この割合をさらに高めていく必要があります。このため、特に慢

性疾患や生活習慣病については町内の医療機関で受診するよう広報活動を充実させ、

50％以上となるようにしていきます。 

・ レセプトの分析や職員の資質の向上により、診療報酬の逸失利益の解消を行っていきま

す。 

・ 当院の収益構造を分析し、その情報を職員間で共有することにより、病床稼働率をア

ップさせ、85％以上で推移するようにしていきます。 

・ 今後更なる高齢化により、自家用車での通院が困難になる患者が増えると考えられ、

在宅医療や出張診療の充実、対応する通院手段の確保に向けて取り組んでいきます。 
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第１３章 点検・評価・公表等 

 プランの点検・評価 

プランにおける目標達成に向けた各部門が行う具体的な「実行計画」について、検証・見

直し等を毎年行います。 

プラン策定後、目標の達成状況をはじめ、当院として期待される役割や医療機能の発揮状

況について点検・評価を実施します。 

 

 プランの公表 

点検・評価の内容については、病院ホームページなどで公表するとともに、必要に応じて、

町議会や報道機関等への情報提供を行います。 

 

 プランの見直し 

医療制度、近隣の医療提供体制、財政状況など、当院を取り巻く環境の変化に適切に対

応していくため、計画期間中であっても、必要に応じてプランの見直しを行います。 
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第１４章 経営目標 

表 20 収益的収支（金額：税抜き、単位：千円）                                  

 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 

収入 1,201,246 1,061,279 1,111,718 1,116,923 1,118,576 1,120,430 

１．医業収益 845,000 847,000 884,222 888,222 891,222 894,222 

入院収益 349,199 360,000 400,222 400,222 400,222 400,222 

外来収益 355,422 357,000 359,000 362,000 364,000 366,000 

その他医業収益 140,379 130,000 125,000 126,000 127,000 128,000 

  うち、一般会計負担金 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

２．医業外収益 260,890 214,279 227,496 228,701 227,354 226,208 

  一般会計負担金・補助金 207,571 207,750 190,009 190,009 190,009 190,009 

  国（県）補助金 44,299 1,108 508 0 0 0 

長期前受金戻入 2,040 2,165 33,723 35,436 34,089 32,943 

  その他 6,980 3,256 3,256 3,256 3,256 3,256 

経常収益 1,105,890 1,061,279 1,111,718 1,116,923 1,118,576 1,120,430 

費用 1,218,964 1,037,631 1,050,224 1,062,489 1,085,587 1,094,850 

１．医業費用 1,042,228 1,011,320 1,025,249 1,037,930 1,061,387 1,070,842 

  職員給与費 674,746 678,000 688,200 698,500 709,000 719,600 

  材料費 78,130 78,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

  経費 176,384 176,000 177,700 179,400 181,100 182,900 

  減価償却費 112,400 78,750 78,779 79,460 90,717 87,772 

  その他 568 570 570 570 570 570 

２・医業外費用 21,396 26,311 24,975 24,559 24,200 24,008 

  支払利息 4,560 4,311 3,975 3,559 3,200 3,008 

  その他 16,836 22,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

経常費用 1,063,624 1,037,631 1,050,224 1,062,489 1,085,587 1,094,850 

経常損益 42,266 23,648 61,494 54,434 32,989 25,580 

特別損益 △59,983 0 0 0 0 0 

１．特別利益 95,356 0 0 0 0 0 

２．特別損失 155,339 0 0 0 0 0 

純損益 △17,717 23,648 61,494 54,434 32,989 25,580 

繰越利益剰余金 △217,768 △ 194,120 △ 132,626 △ 78,192 △ 45,203 △ 19,623 
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表 21 資本的収支（金額：税抜き、単位：千円） 

  2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 

収入 36,723 17,785 75,954 69,038 143,756 78,345 

１．企業債 26,100 13,000 23,000 8,700 88,000 23,000 

２．負担金 6,848 4,785 50,871 60,338 55,756 55,345 

３．寄付金 0 0 0 0 0 0 

４．固定資産売却代金 0 0 0 0 0 0 

５．補助金 3,775 0 2,083 0 0 0 

収入 計 36,723 17,785 75,954 69,038 143,756 78,345 

支出 94,311 85,279 124,195 129,398 207,984 133,692 

１．建設改良費 30,542 17,798 29,777 12,900 100,650 27,180 

２．償還金 63,769 67,481 94,418 116,498 107,334 106,512 

３．投資 0 0 0 0 0 0 

支出 計 94,311 85,279 124,195 129,398 207,984 133,692 

差し引き不足額 57,588 67,494 48,241 60,360 64,228 55,347 

※主な設備投資、2026 年電子カルテシステムの更新を計画 

 

表 22 一般会計からの負担金（金額：税抜き、単位：千円） 

 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 

収益的収支 277,572 207,750 260,009 260,009 260,009 260,009 

  うち医業収益 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

  うち医業外収益 177,173 159,032 190,009 190,009 190,009 190,009 

  うち資本繰入収益 30,399 48,718 0 0 0 0 

資本的収支 468 4,785 50,871 60,338 55,756 55,345 

計 278,040 282,535 310,880 320,347 315,765 315,354 
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表 23 目標値 

 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 

１）収支改善に係るもの       

経常収支比率(%) 103.97 102.28 105.86 105.12 103.04 102.34 

医業収支比率(%) 81.08 83.75 86.24 85.58 83.97 83.51 

修正医業収支比率(%) 74.36 76.83 79.42 78.83 77.37 76.97 

職員給与比率(%) 79.85 80.05 77.83 78.64 79.55 80.47 

             

2)経費削減に係るもの             

対医業収益材料費比率（%） 9.25 9.21 9.05 9.01 8.98 8.95 

対医業収益委託費比率（%） 14.62 14.58 14.02 13.90 13.82 13.78 

対医業収益水光熱費比率（%） 1.70 1.69 1.87 1.91 1.91 1.90 

ジェネリック薬品 

 使用薬品数（品目数） 
7,900 7,900 8,700 8,700 8,700 8,700 

       

3)収入の確保に係るもの             

病床利用率（%） 71.48 72.48 85.00 85.00 85.00 85.00 

健診受入数 369 370 370 380 380 380 

        

4)経営の安定性に係るもの             

常勤医師数 5.8 5.8 5.3 5.6 5.6 5.6 
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用語解説 

当
院
の
６
つ
の
医
療
機
能 

診療機能 

外来診療･･･診療科は内科、外科、整形外科、脳神経内科、皮膚科、

小児科、眼科 

入院･･･一般病床 50 床、うち地域包括ケア病床 22 床 

予防機能 健康診断や特定健診、人間ドックの実施 住民健康教室の開催 

在宅支援機能 
訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ、訪問薬剤指導、施設往診、看

取り 

救急機能 24 時間 365 日の一次救急体制 

災害対応機能 大災害の発生に備えた施設整備と医療資器材等の備蓄等 

地域医療教育

研修機能 
若手医師、研修医、研修生の受入れ、1 日看護体験の実施 

経常収支比率 

＝経常収益÷経常費用×100 

病院事業全体の収益性を示す指標。100％を超えると黒字病院とい

い、利益を表す指標 

医業収支比率 
＝医業収益÷医業費用×100 

本業である医療活動そのものから得られた利益を表す指標 

修正医業収支比率 
＝（医業収益-他会計負担金、運営負担金等）÷医業費用×100 

純粋に本業である医療活動そのものから得られた利益を表す指標 

経常収益・費用 経常的な経営活動から生ずる収益と費用 

医業収益・費用 

入院・外来の診療活動を中心とした病院事業活動から生ずる診療

報酬を主とした収益と、事業活動のために生ずる医師等職員の人

件費、材料費、経費などの費用 

給与費比率 

＝給与費÷医業収益×100 

病院の職員数が適正かどうかを判断する指標。給与費がそのまま

でも医業収益が落ち込めば、比率が高くなるので、給与費と医業収

益に分けて分析することが必要 

材料費比率 

＝材料費÷医業収益×100 

医業収益に対する材料費を示す指標。この割合が低いほど、少ない

費用で収益を上げていることを表す指標 

一日当たり外来患者数 ＝延外来患者数÷外来診療日数 

一日当たり入院患者数 ＝延入院患者数÷入院診療日数 
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病床利用率 

＝延入院患者数÷延病床数×100 

病床が一定期間でどのくらいの割合で利用されているかを見る指

標 

他会計繰入金対 

   医業収支比率 

＝収益的収支に係る一般会計繰入金÷医業収益×100 

病院事業全体の収益のうち一般会計繰入金の占める割合 

収益的収支 
現在の経営状況を把握するもので一般的に黒字、赤字と言われる

ものは、この収支のこと 

資本的収支 
収益や費用にあたらないとして、収益的収支に計上しない資産の

購入や建築、企業債の借入や償還等 

人口 10 万対受療率 

調査日当日（1 日あたり）に病院、一般診療所、歯科診療所で受診

した患者の推計と、人口 10 万人との比率を「受療率」といい、人

口 10 万人あたりで、どのくらいの方が医療機関を受診したかを表

しています。百分率ではないため、100 を超える場合もあります 

推計患者数 
調査日当日（1 日あたり）に医療機関を受診した患者数を推計した

数 

医療 MaaS 

医療 MaaS（Mobility as a Service）とは「医療」と「モビリティ（移

動）」の掛け合わせで地域医療に新たな選択肢を与え、社会課題を

解決するサービスです。例えばオンライン診療機器を積んだ自動

車によるオンライン診療、患者の移送サービスなど 

三重県プライマリ・

ケアエキスパートナ

ース 

身近にあって何でも相談に乗れる総合的な看護を提供し、地域を

大切にする心を持ちながら、地域に貢献できる高度な知識・技術・

態度を修得した看護師 

 


